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5

親魚保護のため、江の川における安芸高田
市高宮町山根川尻から三次市作木町両国
橋上流側までの区域（入合区）は、あゆ漁に
限り１０月２5日から１１月３０日まで禁漁で
ある。

入合区

江の川漁協
禁止区域（第5条）

8
はや釣り専用区

本村川
（筋原頭首工）

可愛川
（甲田町と吉田町境界） 美波羅川

（有原町 旧滔々発電所）

ハイヅカ湖
（庄原市と三次市との境界）

ハイヅカ湖
（知和堰堤）

馬洗川
（吉舎町下城 双西井堰）

江の川
（両国橋）

長瀬川
（三田橋）

生田川
（美土里町境界）

布野川
（布野発電所)

神野瀬川
（二本谷橋）

西城川
（萩川との合流点）

布野川
（吸谷川との合流点）

江の川カヌー公園江の川カヌー公園

川の駅常清川の駅常清

江の川漁業協同組合漁業権区域図
令和８年度

漁業権河川（内水共第40号：あゆ・こい・うなぎ・ふな・はや）

網漁等制限区域
漁業権河川（内水共第41号：やまめ）

はや釣り専用区禁止区域

お問い合わせ先

江の川漁業協同組合
広島県三次市三次町1857-1

TEL.（0824）62-2744

川をきれいにしましょう  たくさんの生命を育み、豊かな自然環境を生み出す川を大切にしよう。

※詳細は裏面の禁止区域（第５条）をご覧ください。

友　釣／5月20日（水）午前5時00分より（全河川）

ルアー釣／5月20日（水）午前5時00分より（生田川）

投網等／6月 1日（月）午前5時00分より（生田川・長瀬川を除く全河川）

	 7月 1日（水）午前5時00分より（生田川・長瀬川）

4月 1日（水）午前6時00分より（布野川）
投　釣
竿　釣

解  禁  日

あゆ

やまめ

■注意事項
◎遊漁規則を守り、違反やトラブルのないようにしてください。
◎遊漁する場合には、遊漁証を携帯してください。
◎遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従ってください。
◎遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑と
なる行為をしてはいけません。

◎遊漁証を他人に譲渡し又は貸与したり、記入事項を書き替え
てはいけません。

◎遊漁に際しての事故等については、当組合は一切責任を負い
ません。

◎遊漁に際しては、交通の妨げ、周辺の田・畑・畦道・獣害防
護柵等に支障を及ぼさないよう十分に注意してください。

◎ゴミ等は必ず持ち帰ってください。

ゴミ捨て禁止

遊漁料は
裏面に記載が

あります



（目的）
第１条　この規則は、江の川漁業協同組合（以下「組合」という。）の有する内水共第 40 号及び内水共第 41 号第５種共同漁業権に係る漁場（以下単に「漁場」

という。）区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物（あゆ、こい、うなぎ、ふな、はや（おいかわ）、ますをいう。以下同じ。）
の採捕（以下「遊漁」という。）についての制限に関し必要な事項を定めるものとする。

（遊漁の承認及び遊漁料の納付義務）
第２条　漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、予め組合に申請して、その承認を受けなければならない。
２　前項の規定による申請は、遊漁対象水産動物、漁具、漁法、遊漁区域及び遊漁期間を記載した遊漁申請書を提出してしなければならない。ただし、オン

ラインシステムにより行うこともできる。
３　組合は、第 1 項の規定による申請があったときは、第 10 条の規定による（申請者が遊漁の中止を命じられ、又は以後の遊漁を拒絶された者であること）

場合を除き、同項の承認をするものとする。
４　第 1 項の承認を受けた者は、直ちに第 6 条第 1 項の遊漁料を同条第 3 項の方法により組合に納付しなければならない。

（漁具、漁法の制限）
第３条　次の表のア欄に掲げる魚種、漁具、漁法による遊漁は、イ欄に掲げる区域内において、ウ欄に掲げる規模の範囲でエ欄に掲げる期間内でなければな

らない。

２　遊漁を行うに際して、簡易潜水器（アクアラング）を使用してはならない。
３　遊漁を行うに際して、船舶を使用してはならない。

（遊漁期間）
第４条　次の表のア欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、イ欄に掲げる期間内でなければならない。

２　前項の公示は、組合及び第６条第３項に規定する納付場所に掲示するほか、組合のウェブサイトにて公示するものとする。

（禁止区域）
第５条　第４条の規定にかかわらず、次の表のア欄に掲げる区域においては、それぞれイ欄に掲げる漁具、漁法は、それぞれウ欄に掲げる期間中は遊漁をし

てはならない。

（遊漁料の額及び納付方法）
第６条　遊漁料の額は、次のとおりとする。
　　ただし、遊漁者が 18 歳未満のときは無料、障がい者手帳を提示された方は、次の表に掲げる額の 2 分の 1 に相当する額とし、第 3 項ただし書に規定す

る方法により納付するときは、次の表に掲げる額に 500 円を加算した額とする。

２　前項の規定にかかわらず、２日券（連日券）、年券の区分において、納付した遊漁料の額と同額又はより低い遊漁料の額の漁具、漁法は、遊漁することが
できる。

３　遊漁料の納付は、次の場所又は組合が指定するオンラインシステムにおいてしなければならない。
　ただし、第１項による遊漁の場合は、当該遊漁をする場所において漁場監視員に納付することができる。

４　前項で指定した納付場所は、組合事務所に掲示して周知を図る。新しく納付場所を指定したときも同様とする。

（遊漁承認証に関する事項）
第７条　組合は第２条第１項の承認をしたときは、別記様式第 1 号による遊漁承認証（オンラインシステムにより発行されるものを含む。）を遊漁者に交付す

るものとする。
２　遊漁承認証の交付は、前条第３項に指定する場所、組合が指定するオンラインシステム又は漁場監視員において行うものとする。
３　遊漁承認証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

（遊漁に際し守るべき事項）
第８条　遊漁者は、遊漁する場合には遊漁承認証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
２　遊漁者は、 遊漁に際して漁場監視員の指示があった場合には、これに従わなければならない。
３　遊漁者は、 遊漁に際しては相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。
４　遊漁者は、組合が漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）に基づく報告等のために行う採捕量の調査等に協力するものとする。

（漁場監視員）
第９条　漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことができる。
２　漁場監視員は、別記様式第 2 号の漁場監視員証を携帯し、漁場監視員であることを表示する。

（違反者に対する措置）
第 10 条　組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁の中止を命じ、以後その者の遊漁を拒絶することができる。
　この場合において、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。

附則
　この規則は知事の認可のあった日から施行する。

江の川漁業協同組合内水共第４０号及び４１号
第 ５ 種 共 同 漁 業 権 遊 漁 規 則

ア　魚種・漁具・漁法 イ　区域 ウ　規　模
（網目は、15 センチメートルについてである。） エ　期　間

あゆ

徒手採捕 40 号の区域 あゆの手づかみ あゆ解禁日から 11 月 30 日まで

たも網 40 号の区域 網の目合 11 節より粗いもので、網口長径 30 センチメートル
以下、灯火を用いる他は漁具の併用ができない。 あゆ解禁日から 11 月 30 日まで

たいまち 40 号の区域 網の目合 11 節より粗いもので、網の先幅 3 メートル以下。 8 月 1 日から 11 月 30 日まで
投網 40 号の区域 網の目合 11 節より粗いもので、網糸はモノヒラ 2 号以上。 あゆ解禁日から 11 月 30 日まで
友釣 40 号の区域 種あゆを利用して行う。かけ鈎の使用 4 本まで。 あゆ解禁日から 11 月 30 日まで
ルアー釣 生田川 アユルアーを利用して行う。 あゆ解禁日から 11 月 30 日まで

ちゃぐり 40 号の区域 かけ鈎の使用 6 段まで
7 月 1 日から 11 月 30 日まで
但し、山根川尻より下流両国橋上流側付け根
まで（入会区）は 9 月 20 日から 10 月 24
日まで

ちょんがけ 40 号の区域 網の併用はできない。 あゆ解禁日から 11 月 30 日まで

こい

投網 40 号の区域 網の目合 8 節より粗いもの。 1 月 1 日から 12 月 31 日まで

投釣 40 号の区域 釣竿により又は釣竿にリールを取付けて使用、
或いはテグスの投釣で何れも 1 人 3 本以下とする。 1 月 1 日から 12 月 31 日まで

のべなわ 40 号の区域 つけばり 1 月 1 日から 12 月 31 日まで

うなぎ

のべなわ 40 号の区域 つけばり 4 月 1 日から 9 月 30 日まで
ほこづき 40 号の区域 使用するヤスは、4 本又以下のもの。 4 月 1 日から 9 月 30 日まで
あなづり 40 号の区域 4 月 1 日から 9 月 30 日まで
箱・篭づけ 40 号の区域 箱、篭の数は合わせて 3 本まで。 4 月 1 日から 9 月 30 日まで

ふな
投網 40 号の区域 網の目合 8 節より粗いもの。 1 月 1 日から 12 月 31 日まで
竿釣 40 号の区域 毛鈎、餌釣 1 月 1 日から 12 月 31 日まで

はや
投網 40 号の区域 網の目合 14 節より粗いもの。 8 月 1 日から翌年 3 月 20 日まで
竿釣 40 号の区域 毛鈎、餌釣 1 月 1 日から 12 月 31 日まで

ます
投釣 41 号の区域 釣竿により又は釣竿にリールを取付けて使用。

（ルアー、フライ含む） ます解禁日から 8 月 31 日まで

竿釣 41 号の区域 毛鈎、餌釣 ます解禁日から 8 月 31 日まで

ア　魚　種 イ　期　　間
あ　　ゆ 5 月 20 日から 11 月 30 日までの期間内で毎年組合が定めて公示する日。（あゆ解禁日）から 11 月 30 日まで
ま　　す 3 月 1 日から 8 月 31 日までの期間内で毎年組合が定めて公示する日。（ます解禁日）から 8 月 31 日まで

ア　区　域 イ　漁具・漁法 ウ　期　間

１ 馬洗川における三次市南畑敷町、南畑敷頭首工上流 30 ｍから同頭首工
下流 70 ｍまでの区域 全漁具、漁法 全期間

２ 神野瀬川における三次市君田町、記念橋上流 50 ｍから同橋下流松ケ瀬
井堰までの区域 全漁具、漁法 全期間

魚　種 漁　具　・　漁　法 遊　漁　料

あ　ゆ
投網、友釣、ルアー釣、ちゃぐり、たいまち ２日（連日券）　2,500 円　　　１年　8,000 円
たも網、ちょんがけ、徒手採捕 ２日（連日券）　1,500 円　　　１年　4,500 円

こ　い
投網 ２日（連日券）　2,500 円　　　１年　8,000 円
投釣、のべなわ ２日（連日券）　1,500 円　　　１年　4,500 円

うなぎ のべなわ、ほこづき、あなづり、箱・篭づけ ２日（連日券）　1,500 円　　　１年　4,500 円

は　や
ふ　な

投網 ２日（連日券）　2,500 円　　　１年　8,000 円
竿釣 ２日（連日券）　   300 円　　　１年　1,000 円

ま　す 投釣、竿釣 ２日（連日券）　1,500 円　　　１年　4,500 円

住　　　　　所 納　付　場　所 電　話　番　号
（１） 三次市三次町 1857-1 江の川漁業協同組合 0824-62-2744
（２） その他組合が指定する場所

３
江の川における三次市粟屋町長谷川右岸と江の川左岸の合流点から江の
川右岸を真北に見通した直線から下流、江の川左岸の三次市粟屋町と安
芸高田市高宮町の境界点から江の川右岸、中国電力株式会社の導水路第
一排砂門下流端を見通した直線に至るまでの区域

全漁具、漁法 全期間

４ 上下川における三次市三良坂町、灰塚ダム本堤上流 1000 ｍから同本
堤下流 240m までの区域 全漁具、漁法 全期間

５ 上下川における三次市吉舎町、知和堰堤中心部から下流 1150m まで
の区域（灰塚ダム知和ウエットランドの区域） 全漁具、漁法 全期間

６ 馬洗川における三次市吉舎町、巴橋上流 50m から同橋下流 190 ｍま
での区域 全漁具、漁法 全期間

７ 布野川における三次市布野町、道の駅「ゆめランド布野」親水公園遊歩
道の間 150m の区域

ますを目的とした投釣、竿釣を除く
全漁具・漁法 全期間

８ 馬洗川における水道橋から鵜飼乗船場ワンド内の区域（ハヤ釣り専用区） はやを目的とした竿釣りを除く全漁
具、漁法 10 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで

９ 美波羅川における JR 芸備線の美波羅川橋梁から馬掴橋までの区域
友釣、ちょんがけ、ちゃぐり、投釣、
のべなわ、ほこづき、あなづり、箱・
篭づけ、竿釣を除く全漁具・漁法

あゆ解禁日から 6 月 30 日まで

10 上下川における三次市向江田町池田所在の池田井堰上流側から下流
450 ｍまでの区域

友釣、ちょんがけ、ちゃぐり、投釣、
のべなわ、ほこづき、あなづり、箱・
篭づけ、竿釣を除く全漁具・漁法

あゆ解禁日から 6 月 30 日まで

11 江の川における安芸高田市高宮町山根川尻から三次市作木町両国橋上流
側までの区域 あゆを目的とした全漁具、漁法 10 月 25 日から 11 月 30 日まで


